
建設工事における最低制限価格・低入札価格調査基準額の算出方法について

最低制限価格（税抜き）・低入札価格調査基準額（税抜き）の算出方法

（平成２１年６月１日以降実施分）

1）直接工事費 95%

2）共通仮設費 90%

3）現場管理費 70%

4）一般管理費 30%

※設計額の７０％から９０％の間で設定

低入札価格調査における自動失格基準額（税抜き）の算出方法

（平成２１年７月１５日以降実施分）

設計額の

直接工事費90％、 共通仮設費90％、 現場管理費70％、 一般管理費30％ の

いずれかを下回った時（１円未満切り上げ）

または入札額が、それぞれ算出額の合計を下回ったとき。

（１円未満切り上げをした算出額の合計）



最低制限価格・低入札価格調査基準額の算出について

①最低制限価格・低入札価格調査基準額の決定範囲について

最低制限価格・低入札価格調査基準額は予定価格（税抜き）の１０分の７を下らず、１０分

の９を超えない範囲内で決定されます。

②最低制限価格・低入札価格調査基準額の算出式

直接工事費９５％＋共通仮設費９０％＋現場管理費７０％＋一般管理費３０％で、得た額で

１０００分の１位以下に端数がある場合は、それを切り捨てた金額となります。

ex.) 算出額２７，９９２，５２８円 → 最低制限価格２７，９００，０００円

但し、上記①の範囲での決定となるため、

ⅰ）算出された金額が予定価格（税抜き）の１０分の９を超える場合は

予定価格（税抜き）に１０分の９を乗じて得た額の１０００分の１位以下を切捨てた額

が最低制限価格・低入札価格調査基準額となります。

ex.)予定価格（税抜き）２８，８００，０００円×０．９＝２５，９２０，０００円

→ 最低制限価格 ２５，９００，０００円

ⅱ）算出された金額が予定価格（税抜き）の１０分の７を下る場合は

予定価格（税抜き）に１０分の７を乗じて得た額の１０００分の１位以下に端数がある

場合は１０００分の１位を切捨て後、１００分の１位に１を加えた額が最低制限価格・

低入札価格調査基準額となります。（１０００分の１位以下に端数が無い場合はその金

額）

ex.）①

予定価格（税抜き）３５，２００，０００円×７／１０=２４，６４０，０００円

→ ２４，６００，０００円＋１００，０００円

最低制限価格２４，７００，０００円

（４０，０００円を切捨て後、１００，０００円加算）

ex.）②

予定価格（税抜き）３０，０００，０００円×７／１０=２１，０００，０００円

→ 最低制限価格 ２１，０００，０００円（切捨て無し）

以 上



低入札価格調査の自動失格基準の具体的内容な計算方法について

（２００９年７月１５日以降公表または新規の指名分から適用）

項目 設計図書計上額 率 計算額 自動失格基準

直接工事費 1,234,567 90% 1,111,110.30 1,111,111

共通仮設費 345,678 90% 311,110.20 311,111

現場管理費 567,890 70% 397,523.00 397,523

一般管理費 78,901 30% 23,670.30 23,671

※失格基準で各項目円未満切り上げした額を基準額とする。

それぞれ、１項目でも基準額未満であれば自動失格です。

または入札額が、それぞれ算出額の合計を下回ったとき。

項目 計算額の合計 自動失格基準額の合計

入札額 1,843,413.80 1,843,416

４つの項目を小数点２位まで求めた額の合計額は 1,843,413.80（切り上げし

て 1,843,414）となります。しかしこの場合の基準は、それぞれ計算した自動

失格基準の合計額なので、

１，８４３，４１６が失格基準額となります。

入札額（税抜き）がこの額未満であれば、自動失格となります。


